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当社子会社に対する訴訟提起のお知らせ

このたび、当社子会社の一つである加ト吉水産株式会社（以下、「加ト吉水産」といい

ます）に対し、茶谷産業株式会社(以下、「茶谷産業」といいます)から訴訟（以下、「本

件訴訟」といいます）が提起されましたので、以下のとおりお知らせします。訴状は本日

現在において送達未了です。なお、当社自身は本件訴訟における当事者とはなっていませ

ん。

１ 訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯

茶谷産業が加ト吉水産に対する売買代金債権約33億円を有しているとして、本件訴訟

の提起に至ったものと考えております。

２ 訴訟の内容及び請求金額

（１）訴訟の内容 売買代金請求訴訟

（２）請求金額 売買代金債権約33億円及びこれに対する遅延損害金

３ 今後の見通し

加ト吉水産は、茶谷産業からの訴訟について適切に応訴して参ります。

当社及び加ト吉水産は、上記売買代金債権の根拠となる売買契約に関する「売買契約

書」において使用されている加ト吉水産の代表印、会社名・代表者名を表示するゴム印

は、いずれも偽造されたものであり、同売買契約は無効であって、加ト吉水産の上記債

務は不存在であると認識しております。

現在のところ、訴状を受領しておらず詳細につきましては不明なため、今後、状況に

応じて必要な事項をお知らせいたします。 以上


